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－１－ 

議 会 運 営 委 員 会 

議 事 日 程 

 

平成２９年１０月１８日（水曜日） 

                     午前１０時００分開会 

 

事   件 （１）平成２９年第１回栄町議会臨時会の付議事件について 

１．町長提出議案等  ７件 

条例の一部改正         １件 

補正予算            １件 

工事請負契約          １件 

工事請負追加契約        １件 

財産の処分           １件  

専決処分の承認         １件  

専決処分の報告         １件  

 

     （２）会期、議事日程、会議録署名議員の指名について 

 

       （３）その他、議会運営に関すること 
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出席委員（６名） 

委 員 長  大 澤 義 和 君     副委員長  松 島 一 夫 君 

委  員  戸 田 栄 子 君     委  員  髙 萩 初 枝 君 

委  員  大 野 徹 夫 君     委  員  橋 本   浩 君 

      

欠席委員（なし） 

 

出席を求めた者 

   議  長  大 野   博 君     副 議 長  金 島 秀 夫 君 

 

説明のため出席した者 

   総務課長  古 川 正 彦 君 

 

出席議会事務局 

事務局長  鈴 木 正 巳 君     書  記  野 平   薫 君 
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午前１０時００分 開会 

◎ 開  会 

○委員長（大澤義和君） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議 

○委員長（大澤義和君） 本日は、平成２９年第１回栄町議会臨時会に伴う議会運営委員会で

ございます。 

委員の皆様並びに議長、副議長、また、町執行部から古川総務課長の出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

なお、本日は議長の挨拶は省略させていただきます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎審  議   

○委員長（大澤義和君） それでは、早速審議に入ります。 

今臨時会の招集日は、１０月２５日の水曜日、午後１時３０分です。 

 現在まで確認しております付議事件は、町長提出議案等として７件で、その内訳といたしま

して、専決処分の承認が１件、条例の一部改正が１件、工事契約案件２件、土地の処分１件、

補正予算１件、それと報告が１件となっております。 

それではご審議の程、よろしくお願いいたします。 

まず初めに、町長提出議案等について、古川総務課長より説明をお願いいたします。古川総

務課長。 

○総務課長（古川正彦君） まずは臨時会ということで、たいへんありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは私より、平成２９年第１回栄町議会臨時会への提出予定議案等につきましてその概

要をご説明申し上げます。 

まず、町からの提出予定議案等でございますが、ただいま委員長からお話ありましたように

議案が６件、報告１件の合計７件でございます。それでははじめに、議案第１号、専決処分を

報告し承認を求めることについて、所管課は財政課でございます。内容でございますが、先に

解散されました衆議院の関係で、第４８回の衆議院議員総選挙が執行されることになっており

ます。これに係る予算執行について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないこと

が明らかであると認めたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、既定の歳入歳出予

算の総額に、歳入歳出それぞれ９７６万７,０００円を増額し、総額を７３億２６２万

１,０００円とする、平成２９年度栄町一般会計補正予算（第３号）を定めることについて、

平成２９年９月２８日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、

承認を求めるものでございます。 
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続きまして、議案第２号、ドラムの里（仮称）コスプレの館新築工事追加請負契約について、

所管課は産業課でございます。内容でございますが、ドラムの里（仮称）コスプレの館新築工

事請負契約につきましては、平成２９年９月２２日に議決されたところでございます。当該工

事の追加工事といたしまして、契約金額としては議決事件とはなりませんが、当初契約に係る

工事と一体的な工事であり、その合計金額が８,０３５万２,０００円となるため、議会の議決

を求めるものでございます。 

なお、当該工事につきましては、地方創生拠点整備交付金制度の関係で、変更契約ではなく

追加契約とするものでございます。 

続きまして、議案第３号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、所管課は産業課でございます。内容でございますが、ドラムの里を構成する施設とし

て、新たに「コスプレの館」を加えるとともに、指定管理者の選定にあたり、有識者の意見を

反映することにより、客観性及び透明性を確保するため、附属機関として第三者委員会を新た

に設けることについて所要の改正をおこなうものでございます。 

なお、施行期日は平成３０年４月１日からとし、第１６条の改正規定については、公布の日

からとするものでございます。 

続きまして、議案第４号、ふれあいプラザさかえ（仮称）キッズランド新築工事請負契約に

ついて、所管課は企画政策課でございます。内容でございますが、現在、ふれあいセンター

１階に設置されている、子育て情報・交流館「アップＲ」を充実させ、より多くの親子が利用

できるようにするため、ふれあいプラザさかえ（仮称）キッズランド新築工事に係る請負契約

を締結すべく、町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして、議案第５号、土地の処分について、所管課は財政課でございます。内容でござ

いますが、冨弘建設株式会社に対し、株式会社コメリ及び株式会社千葉薬品の店舗用地として

土地を売却するため、町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして、議案第６号、平成２９年度栄町一般会計補正予算（第４号）につきましては、

所管課は財政課でございます。内容でございますが、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り補正予算を調整し、議会に提出するものでございます。 

なお、補正予算案につきましては現在調製中でございますので、誠に申し訳ございませんが、

概要についてのご説明とさせていただきます。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ約９,６００万円増額する予定で調整をしております。 

続きまして、報告第１号、専決処分の報告について、所管課は生涯学習課でございます。内

容でございますが、ＳＡＫＡＥリバーサイド・フェスティバル当日の、平成２９年８月１９日

に、送迎用の町有バスが、安食駅ロータリー内町道に侵入した際に発生した物損事故の和解等
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について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会が指定した、町長において専決

処分ができる指定事項により、平成２９年１０月３日に専決処分いたしましたので、地方自治

法第１８０条第２項の規定により、議会に報告するものでございます。 

以上、７件となっております。よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

○委員長（大澤義和君） ありがとうございました。町長提出議案等の説明が終わりましたが、

何か質疑等あればお願いいたします。松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） ただいま、議案第６号の説明、補正のときにこちら一覧表には

９,６４８万５,０００円となっておりますが、総務課長は約９,６００万円とおっしゃいまし

たが、この９,６４８万５,０００円というのは確定した数字と理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（大澤義和君） 古川総務課長。 

○総務課長（古川正彦君） 申し訳ございません、私の手元に来ております一覧表には金額が

付されておりませんでしたので、あくまでも概算としてご説明させていただきました。たぶん、

お手元にお配りされているのは確定値だと思われますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大澤義和君） 松島委員。 

○副委員長（松島一夫君） 了解です。 

○委員長（大澤義和君） ほかに何か質疑等ございませんか。戸田委員。 

○委員（戸田栄子君）コスプレの新築工事、追加工事、最初の計画より加わったんですよね、

追加工事が。それについては色々なことがあったので、この経過、もうちょっと説明を加えて

もらいたいと思うんですが。今、これ下まで読む時間がないのであれですけど。最初の計画よ

りもさらにこの金額が１,９９８万円。 

［「議運の議題ではない」という声あり］ 

○委員長（大澤義和君） 戸田委員。 

○委員（戸田栄子君） そういう説明は本会議か。事前に聞いてもいいんだけれど。わかりま

した、それは後で担当課で教えてください。 

○委員長（大澤義和君） 古川総務課長。 

○総務課長（古川正彦君） ちなみに、本日、全員協議会がこの後ございますが、ただ今の件

につきましては全員協議会のほうで説明をさせていただく予定でおります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（大澤義和君） よろしいですか。ほかにはございませんか。 

［「なし」という声あり］ 

○委員長（大澤義和君） それでは質疑はないようですので、町長提出議案等については以

上のとおりといたします。 

 続きまして、会期、議事日程、会議録署名議員の指名について、事務局長より説明をお願い

いたします。鈴木議会事務局長。 
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○事務局長（鈴木正巳君） それでは、まず、会期でございますが、議案等の内容から鑑みま

して、１０月２５日水曜日、１日ということでよろしいと思います。 

 次に、議事日程ですが、案をご覧いただきたいと思いますが、議案審議としましては、日程

第３から日程第９までということで議案番号順に組んでおります。提案理由の説明の後、質疑、

討論、採決までお願いしたいと思います。 

 次に、会議録署名議員ですが、２番新井議員、３番早川議員にお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） ただいま事務局長より説明がありましたが、会議録署名議員につい

ては、説明のとおりといたします。 

次に、会期、議事日程についてはただいまの説明のとおりにしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

○委員長（大澤義和君） ご異議ないようですので、会期、議事日程は、説明のとおり決定い

たしました。 

 続きまして、その他でございますが、何かございますか。事務局長、何かありますか。鈴木

議会事務局長。 

○事務局長（鈴木正巳君） この後開催されます全員協議会において、議事が５件ほどござい

ますのでよろしくお願いいたします。なお、事務局から、その場において、議員視察研修及び

自治研修会の件について出欠等も含めてお知らせ事項がございますので説明させていただきた

いと思います。 

事務局からは以上でございます。 

○委員長（大澤義和君） 皆さんからは何かございませんか。 

［「なし」という声あり］ 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（大澤義和君） ないようですので、以上で議会運営委員会を閉会といたします。あ

りがとうございました。 

 

                           午前１０時１１分 閉会 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

平成２９年１０月２５日 

議会運営委員会委員長  大澤 義和 


